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　熊本市青少年健全育成連絡協議会は市内90校区の青
少年健全育成協議会（以下青少協）相互の結束を深め
「大人が変われば子どもも変わる」を基本理念として
各校区で地域に密着した諸活動をサポートしています。
　各校区青少協は青少年の健全な育成を目的に各校区
の特色を生かして花いっぱい運動、防災キャンプ、河
川敷きの清掃やプレイパーク活動など地域の環境に応
じた様々な活動に取り組んでいます。しかしながらこ
の３年間はコロナ禍で社会活動が制限される中子ども
たちと関わる様々なイベントが中止、延期となりまし
た。地域の子どもたちの笑顔を直接見る機会も激減し
ました。社会全体がニューノーマルへの変革を迫られ
る中、大人だけではなく子どもたちも学校、家庭での
生活に戸惑いを隠せません。
　国連がSDGsの中で「誰一人取り残さない世界の実
現」と謳っていますが近年戦争やテロ、さらに自然災
害で貧困や格差で生じています。その現実の中子ども
たちは益々厳しい環境に置かれています。子どもたち
の人権を守り世界中の子どもたちが笑顔になることを
願います。「一燈照隅　万燈照国」新型コロナ感染症
が５類に移行し地域の定例行事もコロナ禍前に戻りつ
つあります。まずは、青少協として身近な地域の子ど
もたちを真ん中に様々な活動を通して笑顔の輪を拡げ
てまいります。

　株式会社星山商店は、創業以来、限りある資源を大
切にし「金属リサイクル、廃棄物処理、自動車リサイ
クル、建造物解体」の事業を通して、環境問題と向き
合ってきました。特に「廃棄物の再資源化」は大きな
課題となっております。弊社においても長年の技術を
活かし、「廃棄物等の発生を抑制する」、「資源を循環的
に利用する」、「廃棄物を適正に処分する」を徹底し、
循環型社会の実現に向けさまざまな取り組みを行って
います。
　他にも、社会貢献活動として「地域清掃活動」「地域
イベントへの参加」「中高生の職場体験」など、人権啓
発として「ハラスメント対策」「高年齢者の再雇用」
「外国籍の方や障がいのある方の積極的な採用」など
を実施しております。
　また、熊本県SDGs登録事業者として登録を頂き、
「環境・社会・経済」の三側面に沿ってSDGsを推進し
ております。重点課題の一つとして「離職率の減少」
を挙げています。弊社では、障がいや国籍、性別など
にとらわれることのない採用をしており、適材適所で
活躍をしています。
　これからも互いを尊重し、個人の個性を最大限に活
かせる職場づくりを目指し、従業員だけでなく全ての
皆様にとってよりよい未来を築くため日々努めてまい
ります。

昭和42年宮崎県生まれ。宮崎大学卒業後、宮崎県内の
中学校教諭として勤務。平成16年に立花高等学校教頭と
なり、平成19年には校長に就任。
座右の教育論は「共にいる」
“いいんだよ”の魔法の言葉で不登校生徒の自立支援教育
方針のもと、心の癒しに重点を置いた教育実践で、拠り
所を求める子どもや親たちから支持されている。

会員の皆様より、社会貢献活動や人
権啓発への取り組みについてお話い
ただきます。

　人権とは？と聞かれて、皆さんは何と答えますか？私はシンプルに「自由」と即答します。本来人権とは私のこと
であり、あなたのことだと思うのですが、それが誰か特定の少数の方々、あるいは弱者とされる方々への配慮にすり
替わっているように感じます。私は誰からも私の自由を侵害されたくはありません。同じように、私は誰の自由も侵
害したくはありません。配慮が必要なのは、全員だと思います。

　とは言え、その中でもお互いの自由を尊重する上で特段の配慮が必要な方がいらっしゃること自体は間違いありま
せん。その対象の中に「子ども」が含まれます。わざわざ「子どもの権利条約」まで制定しなければならないほど、
彼らの自由は「教育」とか「しつけ」と言う名のもとに、甚だしい侵害を受けてきたからです。

　日本の大人は、子どもに権利を教える時に必ず「責任」をセットにします。伝えたい思いには共感しますが、伝え
方が間違っているように思えてなりません。必要なのは「自由の相互承認」のはずです。そもそも自由と責任はセッ
トで語られるものではないと私は思います。

　学校では特に、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」と言う子どもの権利条約の４つの柱を、
教師自らが軽んじてきたことを猛省しなければなりません。しかもそれを「そんな時代だから」で済ませる感覚こそが、
甚だしい思い違いです。時代のせいではなく、問われているのは正しいかどうかなのです。

　自由＝わがまま、だと言う大人の思い違いを正し、お互いの自由を尊重し合う「感度」を新鮮に保っていきたいと
強く思っています。私たちは皆、お互いに対等な「自由」な存在なのです。
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ラブミンだよりについてご意見・ご感想等ございましたら、下記までご連絡ください。

〒860-8601
熊本市中央区手取本町1-1　
熊本市人権啓発市民協議会事務局（熊本市役所人権政策課内）

〔電話番号〕096-328-2333　〔FAX〕096-324-2105
〔メールアドレス〕　lovemin.kumamoto@gmail.com

熊本
市人
権啓発キ

ャラクター「ラブミン」

学校法人　立花学園　立花高等学校　校長
齋藤　眞人

人権啓発DVD・助成金制度を
ぜひご利用ください！

人権協では、人権啓発のためのビデオやDVD、
紙芝居の貸し出しを無料で行っています。
【１回につき１週間（７泊８日）】

ご利用は、事前にお電話（096-328-2333）での予約
を承っております。
詳しいご利用方法は、人権協ホームページをご覧くだ
さい。

【会員限定　助成金制度のご案内】
　人権に関する研修会などを行われた場合、会員
限定の助成金のご利用が可能です。

●対 象 事 業●
　人権協会員が組織内部で行う人権に関する講演会、
研修会、学習会など

●対 象 経 費●
　講師に対する謝礼金、会場費、講師の旅費

●助成金の額●
　上記対象経費の全額。ただし、３万円を上限としま
すが、３万円以内であれば複数回でも可です。
（ご利用については、人権協予算の範囲内とさせていただきます）

（漫画：圓山道子さん）
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人権協ホームページ
https://lovemin.jp
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